
平成２３年度税制改正（地方税）要望事項 
（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １３ 府 省 庁 名   厚生労働省     

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  事業税（外形） 不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（国民健康保険税） 

要望 

項目名 
国民健康保険税の課税限度額の見直し 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

  国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の課税限度額 

 

 

・特例措置の内容 

  国民健康保険税の課税限度額については、中間所得者層の負担軽減を図るため、限度額超過世帯割合等

を考慮し、国民健康保険税の基礎課税額の限度額を５０万円から５１万円に、後期高齢者支援金等課税額

の限度額を１３万円から１４万円に、介護納付金課税額の限度額を１０万円から１２万円に見直しを行う。 

 

 

 

 

 

関係条文 

・地方税法第７０３条の４第１２項、第２１項及び第３０項 

・地方税法施行令第５６条の８８の２第１項から第３項まで 

 

減収 

見込額 
（初年度） －  （ － ） （平年度） －  （ － ） （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

  国民健康保険税の課税限度額の見直し、適正化により被保険者間の負担の公平性を図る。 

 

 

（２）施策の必要性 

  税の公平性の観点から、限度額超過世帯割合等を考慮し適宜見直しを行った上で適正化する必要がある。 

 

 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 
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合

理

性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

基本目標Ⅰ 「安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること」 

施策目標１０ 「全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制度を構築する

こと」 

１０－１ 「適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること」 

政策の 

達成目標 

 国民健康保険の保険者が、国民健康保険税の課税限度額を見直し、適正化により被保険者間

の負担の公平性を図ること。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

 － 

同上の期間中

の達成目標 

 

 － 

政策目標の 

達成状況 

 

 － 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

 － 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

 国民健康保険税の課税限度額を見直し、被保険者間の負担の公平性を高めることで、国民健

康保険制度の安定的な運営を図ることができる。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

 なし 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

 － 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

 － 

要望の措置の 

妥当性 

 

 国民健康保険税の課税限度額の見直し、適正化により被保険者間の負担の公平性を図ること

は妥当である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

 － 

税負担軽減措置等の

適用による効果（手段

としての有効性） 

 

 － 

前回要望時の 

達成目標 

 

 － 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の

理由 

 

 － 

 

 

これまでの要望経緯 

 

 平成２２年度においては、基礎課税額の上限額を４７万円から５０万円に、後期高齢者支援

金等課税額の上限額を１２万円から１３万円に見直す要望をしている。 
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